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１  本ガイドラインの目的  

  調布市立小・中学校（以下「学校」という。）に在籍する，日常的に

医療的ケアが必要な児童・生徒（以下「医療的ケア児」という。）が，

健康で安全な学校生活を送るためには，必要な教育環境を整備し，教育

委員会，学校，保護者，医療関係者との信頼と協力のもと，医療的ケア

を安全かつ適切に行っていく必要がある。  

  「調布市立小・中学校における医療的ケアガイドライン」（以下「ガ

イドライン」という。）は，学校における医療的ケアに関する基本的な

考え方を示すとともに，それぞれの役割を明確にし，医療的ケアの安全

かつ適切な実施に資することを目的として策定するものである。  

  なお，調布市教育委員会は，国や東京都の動向を継続的に注視し，状

況の変化に応じて本ガイドラインの内容を適宜改善・改訂していく。  

 

２  学校で医療的ケアを実施する意義  

  学校で医療的ケアを実施することにより，医療的ケア 児が学校等 1 で

支障なく学習を継続する環境が整い，教育の機会が 確保される。また，

保護者の離職防止や，家族の心理的・身体的負担の軽減 を図ることがで

きる。さらに，教職員が医療的ケア児の 状況を把握して健康観察等を行

うことで，多様な児童・生徒に対する理解や見識が深ま り，全ての児童・

生徒 が 共 に 健や か な学 校生 活 を送 る 権利 を保 障 する イ ンク ルー シ ブ教

育システムの実現にもつながる 。  

 

３  学校で実施できる医療的ケア  

本ガイドラインにおけ る医療的ケアとは，医行為のうち，血糖値測定，

導尿，たんの吸引等，日常生活に必要とされる生活援助行為を指す。  

  学校においては，主治医の指示，学校医又は指導医（以下「指導医等」  

という。）の指導・助言のもと，看護師が実施できる こととする。  

 
１学校等…調布市立小・中学校に加え，児童・生徒が就学前や放課後等に利用する児童発達支援（事業所），保育所，幼稚園， 

認定こども園，放課後児童クラブ，放課後等デイサービス等を指す。 
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医療的ケアの実施については，次に挙げる事項を前提として「調布市  

立学校医療的ケア運営協議会」 にて協議・判断を行うものとする。  

〇学校生活と同様の時間帯で ，日常的に保護者が行っている医療的ケ  

アであること。  

〇医療的ケアについて主治医の詳細な指示書があること。  

〇医療的ケアの実施に当たって ，指導医等の許可があること。  

〇保護者が，学校における医療的ケアの実施体制を理解し，学校との 連  

携・協力に同意していること。  

〇実施に当たって，実施者となる看護師のほか，必要な設備，備品，消  

耗品が備わっており，学校の環境が整っていること。  

〇教育委員会及び学校が，安全に医療的ケアを実施できることを確認  

していること。  

 

なお，医療的ケアの内容により，本人の状況に応じて，医療的ケア（看  

護師配置）の終了を検討する場合がある。  

また，医療的ケアの内容変更や臨時的な対応（例：普段行っていない  

薬液注入），その他安全の確保ができない場合は実施できない。行事等， 

実施環境が普段と異なる場合 の対応については，学校と保護者で協議  

するものとする。  

 

４  医療的ケアの実施対象  

学校に在籍する医療的ケア児であり，その保護者からの依頼があった

者のうち，主治医の指示があり，指導医 等の検診後に教育委員会及び校

長が認めた者を対象とする。  

 

５  医療的ケアの実施者  

主治医の指示書及び指導医等の指導・助言のもと，看護師が実施する

ことを基本とする。  
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６  役割分担  

教 育 委 員 会  

・ ガ イ ド ラ イ ン の 策 定 ・ 更 新  
・ 調 布 市 立 学 校 医 療 的 ケ ア 運 営 協 議 会 の 設 置 ・ 運 営  
・ 医 療 的 ケ ア 指 導 医 の 委 嘱  
・ 医 療 的 ケ ア を 実 施 す る 看 護 師 の 確 保  
・ 医 療 的 ケ ア の 実 施 に 必 要 と な る 備 品 等 の 整 備  
・ 校 長 及 び 教 職 員 の 役 割 の 明 示  
・ 必 要 に 応 じ た 生 活 介 護 を 担 う 支 援 員 の 配 置  
・ 医 療 的 ケ ア に 関 わ る 教 職 員 の 研 修 の 設 定  
・ そ の 他 ， 医 療 的 ケ ア に 必 要 と な る 事 項  

学 校  

校 長  
副 校 長  

・ 学 校 に お け る 医 療 的 ケ ア 実 施 要 領 の 作 成  
・ 医 療 的 ケ ア 安 全 委 員 会 の 設 置 ・ 運 営  
・ 校 内 に お け る 医 療 的 ケ ア の 実 施 管 理 （ 看 護 師 の 服 務 管 理 を

含 む ）  
・ 児 童 ・ 生 徒 及 び 保 護 者 へ の 説 明  
・ 緊 急 時 の 対 応  
・ 指 導 医 等 や 教 育 委 員 会 と の 連 携  

教 職 員  
学 級 担 任  

・ 医 療 的 ケ ア に 必 要 と な る 衛 生 環 境 づ く り  
・ 緊 急 時 の 対 応  
・ 医 療 的 ケ ア 児 の 健 康 観 察 と 情 報 共 有  
・ 医 療 的 ケ ア 実 施 の 際 の 協 力  
・ 周 囲 の 児 童 ・ 生 徒 及 び 保 護 者 へ の 理 解 啓 発  
・ 医 療 的 ケ ア に 関 す る 研 修 の 受 講  

養 護  
教 諭  

・ 医 療 的 ケ ア 児 の 健 康 状 態 の 把 握  
・ 看 護 師 へ の 協 力 ・ 連 携 と 校 内 で の 情 報 共 有  
・ 主 治 医 ・ 指 導 医 等 と の 連 携  
・ 緊 急 時 に 備 え た 環 境 整 備 （ 緊 急 時 対 応 フ ロ ー の 作 成 ， 主 治  

医 ・ 指 導 医 等 の 医 療 機 関 や 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等 の 療 育  
機 関 と の 連 絡 ・ 調 整 等 を 含 む ）  

・ 医 療 的 ケ ア 児 の 保 護 者 へ の 医 療 的 ケ ア に 関 す る 説 明 や 相 談  
・ ヒ ヤ リ ハ ッ ト 事 例 の 校 内 で の 共 有  

看 護 師  

・ 医 療 的 ケ ア 指 示 書 に 基 づ く 具 体 的 な 実 施 マ ニ ュ ア ル の 作 成  
・ 医 療 的 ケ ア 児 の 健 康 管 理 と 医 療 的 ケ ア の 実 施  
・ 医 療 的 ケ ア 実 施 記 録 の 作 成 ・ 報 告  
・ 医 療 的 ケ ア に 関 す る 校 内 で の 指 導 ・ 助 言  
・ 主 治 医 ・ 指 導 医 等 と の 連 携  
・ 学 校 及 び 保 護 者 と の 連 携 ・ 情 報 共 有  
・ 医 療 器 具 等 の 管 理  
・ 緊 急 時 の 対 応  
・ ヒ ヤ リ ハ ッ ト 事 例 の 蓄 積 と 予 防 策 の 構 築  

医 療 的 ケ ア  
児 の 保 護 者  

・学 校 で の 医 療 的 ケ ア の 実 施 体 制 の 理 解 と ，学 校 と の 連 携・協  
 力  
・ 医 療 的 ケ ア の 開 始 時 ・ 変 更 時 や 校 外 活 動 ・ 宿 泊 行 事 等 へ の  

協 力  
・ 主 治 医 へ の 指 示 書 作 成 の 依 頼 と 定 期 的 な 受 診  
・ 指 導 医 等 検 診 へ の 同 席  
・ 医 療 的 ケ ア 児 の 日 々 の 健 康 管 理 と 学 校 へ の 報 告 ， 実 施 記 録

の 作 成  
・ 必 要 な 医 療 器 具 等 の 準 備  
・ 緊 急 時 の 連 絡 手 段 の 確 保 と 引 き 取 り 等 の 対 応  

 

(1) 教育委員会の役割  

教育委員会は，学校における医療的ケアが安全 で適切に実施される

よう，医療的ケアの実施に関する体制を整備する。主として次のよう
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な措置を講じる。  

〇ガイドラインの策定・ 更新  

調布 市 立学 校 に お いて 医 療的 ケ ア を 安全 か つ適 切 に 実 施す る た め ，

関 係者 の 役 割や 実 施 の手 続 等 を明 示 す る ガ イ ド ライ ン を 策定 ・ 更

新する。  

〇調布市立学校医療的ケア運営協議会の設置・運営  

ガ イド ラ イ ンに 関 す る検 討 及 び調 布 市 立学 校 に おけ る 医 療的 ケ ア

の総括的な進行管理を 行う「調布市立学校医療的ケア運営協議会 」

を設置する。  

〇医療的ケア指導医の委嘱（学校医が対応する場合は不要）  

〇医療的ケアを実施する看護師の確保  

〇医療的ケアの実施に必要となる備品等の整備  

〇校長及び教職員の役割の明示  

〇必要に応じた生活介護を担う支援員の配置  

〇医療的ケアに関わる 教職員の研修の設定  

〇その他，医療的ケアに必要となる事項  

(2) 学校の役割  

①  校長・副校長  

校長は，校長及び副校長を中心とした校内体制の整備と校内の教

職員や保護者との連携について，必要な措置を行う。主として次の

ような措置を講じる。  

〇学校における医療的ケア実施要領の作成  

ガイドラインに基づき，医療的ケア 児に対して具体的に医療的  

ケアを実施するに当たっての要領を作成する。 作成に当たって  

は，次に示す医療的ケア安全委員会で検討する。  

〇医療的ケア安全委員会 の設置・運営  

主なメンバーとして，校長，副校長，養護教諭，学級担任のほか，  

必要に応じて教育委員会 ，看護師，指導医等，保護者などを含め  
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ることとする。なお，既存の校内委員会と兼用することができる。 

また，医療的ケア安全委員会での協議内容は ，教育委員会や指導  

医等と共有する。  

〇校内における医療的ケアの実施管理  

校内で実施中の医療的ケアについて，日々の実施状況を把握・管  

理する（看護師の服務管理を含む）。  

〇児童・生徒及び保護者への説明  

全校保護者会等において ，全校保護者に対して医療的ケアの教  

育的意義と安全な実施について理解を求める。  

〇緊急時の対応  

ヒヤリハットや緊急事態が生じたときは ，迅速な対応を行い，医  

療的ケア安全委員会を開催して今後の対応を協議 する。あわせ  

て，教育委員会及び指導医等へ報告する。  

〇指導医等や教育委員会との連携  

②  教職員・学級担任  

教職員は，医療的ケア児と学校における医療的ケアの教育的意義

を理解し，医療的ケアに必要な衛生環境を整えることに 努める。緊

急時には，教職員同士で協力して迅速に対応する。  

学級担任は，上記のほか，主として 次のような役割を担う 。  

〇医療的ケア児の健康 観察と情報共有  

医療的ケア児の健康観察に努める。把握した健康状態を養護教  

諭，担当看護師と共有し，安全かつ適切に医療的ケアが実施でき  

るように支援する。  

〇医療的ケア実施の際の協力  

医療的ケア児に対するケアの 際には，必要な補助や支援を行う。 

〇周囲の児童・生徒及び保護者への理解啓発  

〇医療的ケアに関する研修の受講  
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（研修の例）※研修は教育委員会が適宜設定する。  

  障害のある児童・生徒等の医療上の配慮事項や医療的ケアに  

関する基礎的知識の習得  

  当該児童・生徒等の医療や看護に関する情報の習得  

  医療的ケアの教育的意義と衛生管理等の 安全な実施について  

の知識の習得  

  日常的な健康観察と看護師との連携についての知識の習得  

  緊急時の対応方法の習得  

  その他，必要な研修  

（教職員の受け入れ姿勢，看護師との連携・ 補助，周囲の児

童・生徒及び保護者への理解啓発，日常の健康観察の注意事  

項等）  

③  養護教諭  

養護教諭は主として次のような 役割を担う。  

〇医療的ケア児の健康 状態の把握  

看護師と連携し，医療的ケア児の健康観察 を行う。  

〇看護師への協力・連携と校内での情報共有  

看護師による医療的ケアの円滑な実施に協力する とともに，医  

療的ケアの実施状況を校内で共有する。  

〇主治医・指導医等との連携  

医療的ケア児が指導医等（必要に応じて主治医）の診察を受ける  

際には情報を共有するなど ，主治医・指導医等との連携を図る。  

〇緊急時に備えた環境整備  

緊急時の対応に備えた 「緊急時対応フロー」の作成や，環境整  

   備（主治医・指導医等の医療機関や訪問看護ステーション等の療  

   育機関との連絡・調整等 ）を行う。  

〇医療的ケア児の保護者への医療的ケアに関する説明や相談  

〇ヒヤリハット事例の校内での共有  
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(3) 看護師の役割  

学校における医療的ケアは，看護師を中心として 養護教諭や学級担

任等と連携して実施する。具体的には次のような役割を担う。  

〇医療的ケア指示書に基づく 具体的な実施マニュアルの作成  

〇医療的ケア児の健康管 理と医療的ケアの実施  

〇医療的ケア実施記録の作成 ・報告  

〇医療的ケアに関する校内での指導・助言  

〇主治医・指導医等との連携  

〇学校及び保護者との連携・情報共有  

〇医療器具等の管理  

〇緊急時の対応  

〇ヒヤリハット事例の蓄積と予防策 の構築  

(4) 医療的ケア児の保護者の役割  

医療的ケア児の保護者は，学校における医療的ケアが安全かつ適切

に実施できるよう，主治医との連絡・相談を綿密に行い，医療的ケア

に必要な全ての情報を学校と共有する。医療的ケアの実施に際しては，

医療的ケア児の日々の健康状態を学校と共有し，常に連絡の取れる体

制を整えておくことを基本とする。具体的には次のような役割を担う。 

〇学校での医療的ケアの実施体制の理解と，学校との連携・協力  

〇医療的ケアの開始時・変更時や校外活動・宿泊行事等 への協力  

〇主治医への指示書作成の依頼と定期的な受診  

〇指導医等検診への同席  

〇医療的ケア児の日々の健康管理と学校への報告，実施記録の作  

 成  

〇必要な医療器具等の準備  

〇緊急時の連絡手段の確保と引き取り等の対応  

  



8 

 

７  緊急時（事故発生，災害等）の備え  

医療的ケアを実施する上での万一の事故に備え，起こりうる緊急時の

状況とその対処法について，学校はあらかじめ保護者と確認し，実施可

能な対応について「緊急時対応フロー」をまとめておく。  

また，災害時に備え，医療的ケアの実施に必要となる医療物資 や非常

食 等の 確 保 及 び 停 電 時の 対 応 に つ い て ，学 校 は あ ら か じ め保 護 者 と確

認・協議しておく。ただし，災害時には 医療的ケア児への万全な対応が

難しくなることから，できる限り速やかに保護者へ引き渡す。  

（確認事項の例）  

  緊急時の応急処置の内容・方法（主治医の指示）  

  緊急連絡先，搬送先  

  緊急時に必要な消耗品の備蓄  

  校内での連携体制  など  

学校は，指導医等，保護者，主治医などと連携して対応に当たる。  
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８  実施の流れ  

  

※調布市立学校医療的ケア運営協議会は，必要に応じて適宜開催するものとする。

東京都
教育委員会

主治医 保護者 教育委員会 指導医・看護師 学校

相談資料
受領

都の手続き

申請書受付

 資料作成依頼
【様式２】医療的ケア
　　指示書作成依頼書

相談受付・
必要書類の案内

就学相談が必要

就学相談

必要に応じて
学校見学・面談

就学相談を
必要としない

医療的ケア開始

答申　特別支援学校が適切

申請【様式１】
 医療的ケア実施申請書

指導医による検診

緊急時対応フロー確認

看護師手配
医療的ケア安全委員会

設置

医療的ケア実施要領・
緊急時対応フロー作成

【様式７】医療的ケア
 実施承諾書兼依頼書提出

医療的ケア実施に向けた準備

実施マニュアル
確認・承諾

【様式５】
指導医検診・記録・意見書

実施マニュアル作成
（看護師）

緊急時対応フロー確認
（看護師）

【様式６】
医療的ケア実施通知書

相談

【様式５】を提出

調布市立学校医療的ケア運営協議会（※）
実施内容の最終確認

　指導医・保護者との
　日程調整

【主治医へ】指示書の作成依頼
【教育委員会へ】指示書の提出

　　　　　指導医へ【様式３】医療的ケアに係る検診依頼書
　　　　　保護者へ【様式４】医療的ケア実施申請に伴う検診について
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〈参考〉～保護者との連携について ～  

（ 東 京 都 教 育 委 員 会 「 都 立 学 校 に お け る 医 療 的 ケ ア 実 施 指 針 （ 改 訂 ）」 よ り 引 用 ）  

医 療 的 ケ ア の 安 全 か つ 適 切 な 実 施 の た め ， 各 学 校 は 保 護 者 と の 密 接 な 連 絡 体 制

が 求 め ら れ る こ と か ら ， 各 学 校 単 位 で 医 療 的 ケ ア に 関 す る 説 明 会 を 実 施 し ， 医 療

的 ケ ア の 趣 旨 と 各 学 校 の 医 療 的 ケ ア 実 施 要 領 の 理 解 促 進 に 努 め る 。 ま た ， 健 康 ・

安 全 管 理 の 観 点 か ら ， 保 護 者 の 付 添 い を 求 め る 際 に は ， そ の 必 要 性 に つ い て 丁 寧

に 説 明 し ， 保 護 者 の 理 解 と 連 携 ・ 協 力 を 得 て ， 安 全 な 事 業 の 推 進 に 努 め る 。  

さ ら に ， 学 校 生 活 の 状 況 を 主 治 医 に 伝 え る 必 要 が あ る 場 合 に は ， 主 治 医 訪 問 等

の 主 治 医 と の 連 絡 の 機 会 を 設 定 す る こ と も 有 効 で あ る 。 そ の 場 合 に は ， 保 護 者 の

了 承 を 得 る と と も に ， 保 護 者 と 連 携 を 図 っ て い く こ と が 重 要 で あ る 。 保 護 者 に

は ， 学 校 内 で 医 療 的 ケ ア が 安 全 か つ 適 切 に 実 施 で き る よ う ， 主 治 医 と の 連 絡 ・ 相

談 を 綿 密 に 行 う と と も に ， 必 要 な 情 報 を 学 校 と 共 有 し て 学 校 で 医 療 的 ケ ア を 実 施

す る た め の 準 備 等 が 円 滑 に 進 む よ う 協 力 を 求 め る 。 ま た ， 実 施 に 際 し て も ， 対 象

の 医 療 的 ケ ア 児 の 健 康 状 態 に つ い て 連 絡 や 相 談 を 学 校 に 対 し て 適 切 に 行 う こ と が

求 め ら れ る 。  

医 療 的 ケ ア の 実 施 を 申 請 す る に 当 た り ， 保 護 者 に は 学 校 に お け る 医 療 的 ケ ア に

つ い て 資 料 等 を 活 用 し て 十 分 に 説 明 し ， 理 解 を 得 る こ と が 大 切 で あ る 。 具 体 的 に

は ， 学 校 に お け る 学 校 看 護 師 ， 教 員 及 び 学 校 介 護 職 員 等 の 対 応 と 医 療 機 関 の 対 応

と の 違 い や ， 医 療 的 ケ ア の 実 施 に は ， 対 象 児 童 ・ 生 徒 等 の 体 調 の 安 定 が 条 件 と な

る こ と ， 併 せ て 主 治 医 か ら 学 校 で 医 療 的 ケ ア を 実 施 す る 際 の 期 待 で き る メ リ ッ ト

と リ ス ク の 説 明 を 受 け て ， 保 護 者 が 医 療 的 ケ ア の 実 施 を 申 請 す る こ と な ど に つ い

て ， 了 解 し て い る こ と が 重 要 で あ る 。 さ ら に ， 学 校 に 申 請 す る 医 療 的 ケ ア の 内 容

に つ い て は ， 別 表 「 実 施 対 象 と す る こ と が で き る 医 療 的 ケ ア の 実 施 項 目 ・ 内 容 及

び 標 準 的 な 実 施 区 分 」 の 範 囲 の 中 で ， 家 庭 で 継 続 的 に 実 施 し て い る こ と が 前 提 で

あ る こ と に つ い て ， 十 分 に 理 解 を 求 め る 。  

保 護 者 の 申 請 か ら 医 療 的 ケ ア を 実 施 で き る ま で の 準 備 期 間 中 は ， 学 校 で は 医 療

的 ケ ア を 実 施 す る こ と が で き な い た め ， 保 護 者 に よ る 医 療 的 ケ ア の 実 施 が 必 要 で

あ る 。 す で に 医 療 的 ケ ア を 継 続 し て 実 施 し て い る 医 療 的 ケ ア 児 で あ っ て も 新 た な

内 容 の 医 療 的 ケ ア を 実 施 す る 場 合 は ， 準 備 期 間 が 必 要 で あ る 。 い ず れ の 場 合 も ，

効 率 的 か つ 適 切 に 準 備 を 進 め る こ と が 重 要 で あ る 。  
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様 式 集 

 

書類作成 者  

（内容）  
様 式  様式名  備考  

保護者  様 式 １ 医療的ケ ア実施 申 請書  
保護者→  

教育委員 会  

教育委員 会

(主治医への

指示書依 頼 ) 

様 式 ２ 医療的ケ ア指示 書 作成依頼 書  

教育委員 会→  

（保護者 経由） →  

主治医  

主治医  

(指示書作成 ) 
任意様式 医療的ケ ア 指示 書 （任意様 式）  

主治医→  

教育委員 会  

※年度末(3/31)まで有効 

教育委員 会

(指導医への

検診依頼 ) 

様 式 ３ 医療的ケ アに係 る 検診依頼 書  
教育委員 会→  

指導医  

教育委員 会  

(検診の通知 ) 
様 式 ４ 

医 療 的 ケ ア 実 施 申 請 に 伴 う 検

診につい て （お 知 らせ）  

教育委員 会 →  

保護者  

指導医  

（検診記 録）  
様 式 ５ 指導医検 診記録 ・ 意見書  

指導医→  

（保護者 経由） →  

教育委員 会  

教育委員 会

(実施の通知 ) 
様 式 ６ 医療的ケ ア実施 通 知書  

教育委員 会 →  

保護者  

保護者

（承諾書兼依頼書） 
様 式 ７ 

医 療 的 ケ ア 実 施 承 諾 書 兼 依 頼

書  

保護者→  

教育委員 会 (校長 ) 

教育委員 会  様 式 ８ 医療的ケ ア実施 終 了通知書  
教育委員 会→  

保護者  

学校  

参 考  

様 式  

調 布 市 立 〇 〇 学 校 医 療 的 ケ ア

実施要領 （案）  
実施校作 成  

 

医療的ケ ア指示 書 （任意様 式）  
都 立 学 校 に お け る 医 療 的 ケ ア 実 施 指

針 （ 改 訂 ） か ら 引 用  

 



様式１「医療的ケア実施申請書」（保護者→教育委員会） 

 

令和  年  月  日 

 

調布市教育委員会 宛 

   

         申込者（利用者の保護者） 

住 所                             

電 話    

    利用者との続柄 

 

 

医療的ケア実施申請書 

 

標記の件について，調布市立学校医療的ケア実施要領に基づき，下記のとおり

申請します。 

 

記 

 

１ 医療的ケアを受けようとする者の氏名・生年月日 

   氏名 

   生年月日 

 

２ 医療的ケアの項目 及び 内容 

 

 

３ 病院又は診療所の名称及び主治医の氏名 

病院又は診療所の名称 

 

診療科 

 

主治医名 

 

連絡先（電話） 

※ 医療的ケアの安全な実施のため，教育委員会及び学校が直接主治医と連絡

を取り，指示を仰ぐことを了承いたします。 

 

４ その他配慮すべき健康上の事項（アレルギー・てんかんなど） 

 



様式２「医療的ケア指示書作成依頼書」（教育委員会→(保護者)→主治医） 

第     号 

令和  年  月  日 

            

           科 

           殿 

 

調布市教育委員会    

 

 

医療的ケア指示書の作成依頼 

 

日頃から調布市の教育に深く御理解と御配慮を賜り，心より御礼申しあげま

す。 

本校では，児童・生徒が安全に安心して学校生活が送ることができるよう，調

布市教育委員会の定めるガイドラインに基づき，医療的ケア実施のための諸条

件の整備に取り組んでいるところです。 

つきましては，当該児童・生徒の主治医のお立場から，この件に関して「医療

的ケア指示書」を作成いただき，御指示をお願いいたします。 

なお，本依頼書に基づき作成していただく「医療的ケア指示書」につきまして

は， 医療保険適用外となりますので，よろしくお取り計らいのほどお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 医療的ケアを受けようとする者 

 氏名             

 生年月日 

住所 

   

 

２ 申請された医療的ケアの内容 

 

 

 

 

 

 

 



参考様式 医療的ケア指示書の例（主治医→教育委員会）※様式は任意 

 （「都立学校における医療的ケア実施指針（改訂）」から引用） 

 

 

 

医　療　的　ケ　ア　指　示　書
年 月 日 ～ 年 月 日）

）cm

鼻 口 〕

）Fr.

）㎝

）kPa程度まで

）kPa程度まで

）Fr.

）㎝　

）ｃｍ 胃ろう 腸ろう

： ) ( ： )

）分程度

）ml未満の時は　そのまま予定量を注入する

）

）

）

水分注入

： ) ( ： )

）分程度

）ml未満の時は　そのまま予定量を注入する

）

）

）

： ) 〕

　

胃からの脱気

( ： ) ( ： )

〕

令和　　　年　　　月　　　日

）　   挿入の長さ（ ）cm　注意点など〔

気管カニューレからの吸引（または気管内吸引）　

）ml未満の時（

実施時間   (

)Fr.   挿入長さ（

注意点など〔 〕

注意点など〔 〕

種類

）ｋPa

 部位 　 （

）Fr.　吸引圧（

吸引圧（

経鼻エアウェイからの吸引　   　吸引カテーテルのサイズ（

その他

注意点など〔

具

体

的

指

示

内

容

鼻、口からの吸引

吸引カテーテルのサイズ（ ）Fr.　吸引圧（

脱気のタイミング 注入前

経

管

栄

養

　その他、胃残の性状に異常がある場合の対応 

）ml未満の時（

胃残量が（ ）ml以上の時（

)  1回量（

胃残量が（

内容　  (

注意点など〔

〕注意点など〔

令和　

実施行為の種類
腸ろうによる経管栄養

口腔内の喀痰吸引

経管栄養（経鼻胃管）

対

象

者

標記の件について、下記のとおり指示いたします。 指示期間　（令和

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　          学校

　生年月日　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　歳　

※該当の指示内容に☑（チェック）・数値等を記入してください。

事業者

氏名

主たる疾患名

気管ｶﾆｭｰﾚ内部の喀痰吸引鼻腔内の喀痰吸引

胃ろうによる経管栄養

　

喀

痰

吸

引

胃残量が（ ）ml以上（

薬剤注入

鼻腔留置チューブ   　サイズ（

  胃残の色に異常がある （ 褐色・黄色・緑色 ）場合は（

（

栄養剤注入

)  1回量（

）ml以上の時（

　その他、胃残の性状に異常がある場合の対応 

)

（ )

）ml     注入時間（

胃残量が（

胃残量が（

胃残量が（

実施時間   (

  胃残の色に異常がある （ 褐色・黄色・緑色 ）場合は（

）ml以上（

実施時間   (

）kPa程度まで

吸引圧  カニューレ内（

カニューレ先端より奥（

）kPa程度まで　エアウェイからの吸引カテーテル挿入長さ（

吸引カテーテルのサイズ(

鼻からの挿入の長さ（ ）㎝ 　口からの挿入の長さ（

カニューレ入口からの挿入の長さ　(

内容　  ( ）ml     注入時間（

※持続吸引について 吸引カテーテルのサイズ（

注入中 注入後

医療機関名　 医師名　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 
 

 

 

 

 

 )

有 無

有 無 年 月)

有 無 年 月)

)cm

 )　サイズ 　( ) Fr.        ( )cm    挿入

バルンの水の量 ( 　) 　ｍｌ 　　 Ｙガーゼ 有 無

)　サイズ 　( ) Fr.        ( )cm    挿入

バルンの水の量 ( 　) 　ｍｌ 　　 Ｙガーゼ 有 無

)㎝

)mm

〕

( ： ) ( ： ) ( ： )

）cm

（ 可 ― 強 中 弱 )

〕
　

( ： ) ( ： )

)を( （ )を( ）ｍｌ

                           （　　　　　　　　　　　　 ／　　　　　　）　　（　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　） 〕

　　


　　 〕

　 有 無 ） ( ： )～( ： )

従量式 従圧式

)

㎝H２O　・ （ ）

Ｌ／分　　・ ％

：

有(　　 無

有( ℃)( 無

有 無

〔 〕

( ： ) ( ： )

　　　別紙あり

エ
ア

ウ

ェ
イ

経

鼻

薬液吸入

カニューレの種類　　（ ) 内径(

カテーテルの種類 　（

ＳＰＯ2 （日

常
的

定

時

の

ＳＰＯ2 （

注意点など〔

その他（

注意点など〔

管理

肉芽について

人工呼吸器の作動状況の確認及び緊急時の連絡等

24時間普段の装着時間

　　　　　　　　　　　　　　

L/分

秒

　　　

　吸気時間

　吸気流量

PEEP

回/分

血

糖

値

測

定

等

　

　

人

工

呼

吸

器

の

作

動

状

況

の

確

認

及

び

緊

急

時

の

連

絡

等

〕

自発呼吸  （

Tモード）

定時

）Ｌ／分

尿道に挿入する長さ（）　　サイズ（

 Ｓモード

㎝H２O

㎝H２O

SIMV ASSIST

酸

素

管
理

経路

L/分

導

尿

吸入薬内容／量（

　

　

呼
吸

補

助
装

置

の

管
理

）ｍｌ

鼻カヌラ気管切開部

ml　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　１回換気量

　呼吸回数

CPAP

　吸気圧

 ０２流量・FiO2

呼気圧

ＢｉＰＡＰ（

　使用機種

）％以下の場合（

㎝H２O  ・ hPa

L/分)

S/Tモード その他（

IMV

）Ｌ／分 ）Ｌ／分

)内径(

〕

　換気様式

㎝H２O

㎝H２O

）％以下の場合（

L/分

㎝H２O

酸素流量   （

　トリガー感度

①ボタン・チューブの種類 (

不可 ）

注意点など〔

注意点など〔

その場合の圧迫の強さの程度

　呼吸モード

日常的酸素管理

挿入・抜去 挿入長さ（

気管切開部の衛生管理

①ボタン・チューブの種類 (

)mm　入口から先端までの長さ（

カニューレ抜去時や、気管切開部・気管内出血への対応など

※該当の指示内容に☑（チェック）・数値等を記入してください。

胃
ろ

う

・

腸

ろ
う

実施行為の種類

具

体

的
指

示
内

容

マスク

薬

液
吸

入

　　　　　　　　　　　　　　

　吸気呼気比

）Fr.

用手圧迫

導尿

気

管
切

開
部
の

衛

生
管

理 （所見： 最終検査

胃ろう・腸ろう部の衛生管理

〕チューブ抜去時の対応など〔

注意点など〔

　本人の状態及び呼吸器の作動状況においての注意点、起こりやすいトラブルと対処方法

　測定時間

　対処方法　詳細は別添にて指示

最高気道内圧

最低気道内圧

最大分時換気量

最小分時換気量

吸気圧低下アラーム

酸素併用

加温・加湿器
ダイアル)

オート機能

部
の

衛

生

管

理

エアウェイの種類（

内視鏡検査 （所見： 最終検査

実施時間

ＣＴ検査

　　　　　　　　　　　　　　

〔

実施時間

経鼻エアウェイの管理

呼吸補助装置の管理

児童・生徒氏名(　　　　　　　　　　　　　　)

単純気管切開 喉頭気管分離

血糖値測定とその後の処理



 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日
標記の件について、下記のとおり指示します。

指示期間（令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日）

□医療的ケアの実施内容

□実施上の留意事項

□別紙のとおり

令和　　　年　　　月　　　日

医療機関名

医師氏名

医療的ケア指示書

学校名 　　                                       学校 

対
象
者

氏　名 生年月日 平成　　　年　　　月　　　日（　　　　　歳）

主たる疾患名

具
体
的
指
示
内
容



様式３「医療的ケアに係る検診依頼書」（教育委員会→指導医） 

第    号 

令和  年  月  日 

 

調布市立学校における医療的ケア 

指導医          様 

 

調布市教育委員会    

 

 

医療的ケアに係る検診依頼書 

 

標記の件について，下記のとおり検診を依頼します。 

 

記 

 

１ 医療的ケアを受けようとする者 

氏名 

   生年月日 

   住所 

 

２ 申請された医療的ケアの内容 

 

 

 

３ 検診日時 

令和  年  月  日（ ）   時  分 ～  時  分 

 

４ 場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式４「医療的ケア実施申請に伴う検診について」（教育委員会→保護者） 

第     号 

令和  年  月  日 

 

保護者氏名      様 

 

調布市教育委員会    

 

 

医療的ケア実施申請に伴う検診について（お知らせ） 

 

標記の件について，指導医     医師の検診を下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 医療的ケアを受けようとする者 

氏名 

 

 

２ 申請された医療的ケアの内容 

 

 

３ 検診日時 

令和  年  月  日（ ）   時  分 ～  時  分 

 

４ 場所 

 

 

５ 用意するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式５「指導医検診記録・意見書」（指導医→(保護者)→教育委員会） 

令和  年  月  日 

 

調布市教育委員会 宛 

 

調布市立学校における医療的ケア    

指導医              

 

 

指導医検診記録・意見書 

 

１ 医療的ケアを受けようとする者 

氏名 

   生年月日 

   住所 

 

２ 検診日 

令和  年  月  日（ ） 

 

 

３ 保護者から申請された医療的ケアの内容 

 

 

 

４ 指示（該当する項目に☑） 

□ 保護者から申請された医療的ケアを学校で実施することは可能であり，

以下のとおり指示する。 

【指示内容】 

 

 

□ 保護者から申請された医療的ケアは，学校では実施できません。 

【理由】 

 

 

 

 

 

 

 



様式６「医療的ケア実施通知書」（教育委員会→保護者） 

第    号 

令和  年  月  日 

 

保護者氏名        様 

 

   調布市教育委員会    

 

         

医療的ケア実施通知書 

 

標記の件について，指導医検診の結果を踏まえ，以下のとおりとしますのでお

知らせします。 

 

記 

 

１ 医療的ケアを受けようとする者 

氏名 

 

 

２ 申請された医療的ケアの内容 

 

 

３ 結果 

□ 医療的ケアの実施対象者といたします。 

実施予定校        学校 

 

 

 

□ 今回は実施できません。 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式７「医療的ケア実施承諾書兼依頼書」（保護者→教育委員会） 

令和  年  月  日 

 

調布市教育委員会 様 

調布市立  学校長 様 

 

保護者氏名          

 

 

医療的ケア実施承諾書兼依頼書 

 

医療的ケアの実施者及び内容・範囲についてお知らせいただきました件につ

いて，調布市立学校における医療的ケアガイドラインに則り，下記のとおり承諾

し，実施を依頼します。 

なお，緊急時の連絡先及び搬送医療機関は下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 医療的ケアを受けようとする者 

 氏名         

 

２ 医療的ケアの項目 及び 内容 

 

 

 

３ 期間   令和  年  月  日から年度末まで 

 

４ 緊急時の連絡先及び搬送医療機関 

(1) 緊急時の連絡先 

   氏名         （続柄    ） 電話 

 

(2) 搬送医療機関 ※どちらか☑ 

□ 学校指定の医療機関 

□ かかりつけ等の医療機関   

かかりつけ医名称            電話              

 

５ その他，連絡事項 

 

 



様式８「医療的ケア実施終了通知書」（教育委員会→保護者） 

令和  年  月  日  

 

         様 

 

調布市教育委員会    

 

 

医療的ケア実施終了通知書 

 

 

  学校で実施している医療的ケアについて，下記の理由により終了すること

としましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 １ 利用者氏名 

 

 

 

 

 

 ２ 実施している医療的ケアの内容，範囲 

 

 

 

 

 

 ３ 医療的ケア終了の理由 
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第○○号  

令和〇年〇月〇日  

校長決定  

調布市立○○学校医療的ケア実施要領（案）  

 

１  実施の目的  

この実施要領は，「調布市立小・中学校における医療的ケアガイドラ

イン」を踏まえ，本校において医療的ケアを安全かつ適切に実施するこ

とを目的とする。  

２  医療的ケア安全委員会の設置  

本校において安全に医療的ケアを実施するために，医療的ケア安全委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。委員会は，校長，副校長，

養護教諭及び学級担任，また，必要に応じて学校医又は指導医（以下「指

導医等」という。），看護師等によって構成するものとし，既存の校内委

員会を当てることもできる。この設置・運営に当たっては，指導医等に

指導を求めることができる。  

委員会では，医療的ケア実施に係る計画，実施者の研修，実施等につ

いて協議し，本校における医療的ケア実施の安全確保について校長に助

言を行う。  

３  医療的ケアの実施  

学校管理下において医療的ケアを行う必要が生じ，校長が適切である

と判断した場合に，児童・生徒等の状態が安定していることや，校内に

おいて安全に実施できる体制が確保できていることを前提に実施する。 

看護師は，「医療的ケア指示書」に基づき，「医療的ケア実施マニュア

ル」を作成する。このマニュアルは，看護師が日々の医療的ケアを実施

する際の手順を示すものであり，様式・内容については看護師に一任す

る。また，日々の医療的ケアの実施記録として「医療的ケア実施状況報

告書」を作成する。  
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学校は，「医療的ケア指示書」及び看護師が作成した「医療的ケア実

施マニュアル」，「医療的ケア実施状況報告書」を確認し，看護師による

医療的ケアの実施に協力する。また，緊急時の対応方法を記載した「緊

急時対応フロー」を作成する。  

４  保護者の責務  

(1) 当日の児童・生徒等の健康状態が安定していることを確認し，「健

康チェックカード」で学校に知らせる。心身の健康に関する情報は，

すべて学校と共有する。  

(2) 必要な医療的機材等の準備を行う。  

(3) 緊急連絡先を事前に学校に知らせ，常に連絡が取れる体制を整え，

必要なときは来校し，学校と連携する。  

(4) 登校後の健康状態に異常が認められた場合，学校からの連絡を受  

け，保護者は対応について学校と相談し，必要な対応を行う。  

(5) 定期的に主治医の診察を受け，適切な指示を得るとともに，特定行

為に変更があった場合は，速やかに学校に報告する。  

(6) 当日の児童・生徒の状態や医療的ケアを取り巻く学校環境により，

安全な実施が困難であると校長が判断した場合は，その判断に従う。 

５  その他  

本実施要領に記載のない事項については，「調布市立小・中学校にお

ける医療的ケアガイドライン」のとおりとする。  

 

附則  

上記内容について検討事項が生じた場合には ，速やかに委員会を開催

し，検討する。  

本実施要領は令和〇年〇月〇日から施行する。  
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「調布市立小・中学校における医療的ケアガイドライン」（概要）
令和８年１月

教育委員会学務課・指導室

〇一般的に学校や在宅等で日常的に行われている，血糖値管理・
導尿・たんの吸引等の医行為を指す。

〇医行為を実施するには本来資格が必要。しかし，
定められた一部の項目については，主治医の指示，
学校医又は指導医の指導・助言のもと，学校におい
て看護師が実施できるものとされている。

１ 医療的ケアとは？

２ 学校における医療的ケアの目的と意義

〇令和３年度に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」
が施行され，国，地方公共団体の医療的ケア児への支援について，それま
で「努力義務」だったものが，「責務」に変わる。

〇目的
医療的ケア児に対して安全かつ適切に医療的ケアを行うことにより，
児童・生徒が安全で安心して学ぶことができるようにすること。

〇意義
① 医療的ケア児の教育の機会を確保する
② 保護者の離職防止や負担の軽減を図る
③ 教職員の多様な児童・生徒に対する理解や見識が深まる
➡インクルーシブ教育システムの実現にもつながる。

３ 調布市における医療的ケアの取組状況

〇「第２期調布市特別支援教育推進計画」に基づき，各学校において適切
な医療的ケアが実施できるよう，市教育委員会が医療的ケアガイドライン
を策定し，学校を支援していく。

〇調布市は，「調布市医療的ケア児支援関係機関連絡会(※)」を設置し
ており，ガイドライン(案)について意見交換を行ってきた。
策定後も引き続き連絡会メンバーと連携しながら， 医療的ケアの連絡調
整，情報共有を行っていく。
(※)主なメンバー
・医療機関・団体の代表（調布市医師会医師など）
・障害福祉関係機関・団体の代表（放課後等デイサービス事業者など）
・保健・教育関係機関・団体の代表（都立特別支援学校教諭など）
・当事者団体代表 ・市職員

〇令和７年度，「調布市立小・中学校における医療的ケアガイドライン」策定
会議を２回開催し，学校関係者や都医療的ケア児等コーディネーターと
ガイドライン(案)について確認・協議を行った。

●本ガイドラインの主な内容

① 学校で医療的ケアを実施する意義
左記２参照

② 学校で実施できる医療的ケア（実施する条件）
「調布市立学校医療的ケア運営協議会（今後設置予
定）」にて次の事項を前提として，協議・判断を行う。
・学校生活と同様の時間帯で，日常的に保護者が行って
いる医療的ケアであること
・主治医の詳細な指示書があること
・看護師や設備，備品等が備わっており，学校の環境が
整っていること など

③ 医療的ケアの実施対象
・調布市立学校に在籍する医療的ケア児
・保護者からの依頼・主治医の指示あり など

④ 医療的ケアの実施者とその役割
看護師が実施することを基本とする。
・医療的ケア指示書に基づく実施マニュアルの作成
・医療的ケア児の健康管理と医療的ケアの実施
・実施記録の作成・報告
・医療器具等の管理 など

●様式

〇都の手引きを参考に，ガイドラインに付随する様式１～８
を作成。

●医療的ケア実施要領（案）

〇医療的ケア児の入学決定の段階で，受け入れ校が作成。
学校では実施要領に基づき，校内での医療的ケア実施
に関する協議を行うための「医療的ケア安全委員会」を
設置する。

●本ガイドラインの目的

４ 調布市立小・中学校における医療的ケアガイドラインの概要

〇本ガイドラインは，文部科学省「小学校等における医療的ケア実施支援資料」及び「都立学校における医療的ケア実施
指針（改訂）」を参考に，「調布市立小・中学校で医療的ケア児を安心・安全に受け入れるための基本的な考え方，各関
係者の役割を明確にしたもの」として策定するもの。

〇国や東京都の動向を継続的に注視し，状況の変化に応じて本ガイドラインの内容を適宜改善・改訂していく。

⑤ 教育委員会，学校，保護者の役割
◇教育委員会
・医療的ケア指導医の委嘱
・医療的ケアを実施する看護師の確保
・医療的ケアに関わる教職員の研修の設定 など
◇校長・副校長
・学校における医療的ケア実施要領の作成
・医療的ケア安全委員会の設置・運営
・校内における医療的ケアの実施管理 など
◇教職員・学級担任
・医療的ケアに必要な衛生環境づくり
・医療的ケア児の健康観察と情報共有 など
◇養護教諭
・看護師への協力・連携と校内での情報共有
・主治医・指導医等との連携
・緊急時に備えた環境整備（緊急時対応フローの作成等）
◇医療的ケア児の保護者
・学校との連携・協力
・校外活動・宿泊行事等への協力
・主治医への指示書作成依頼と定期的な受診 など

⑥ 緊急時（事故発生，災害等）の備え

⑦ 実施の流れ

資料３ 付属資料


